
入 札 説 明 書 

 

この入札説明書は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という。）、鳥取県

病院局財務規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第 12 号。以下「財務規程」という。）、鳥取県会

計規則（昭和 39年鳥取県規則第 11号。以下「会計規則」という。）及び本件公告に定めるもののほ

か、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事

項を明らかにするものである。 

 

１ 調達内容 

（１）調達物品の名称及び数量 

   防災資材 一式 

（２）調達物品の仕様又は規格 

   別紙「仕様書」のとおり 

（３）納入期限 

令和７年３月 31日（月） 

（４）納入場所 

   鳥取県立中央病院（鳥取市江津 730） 

 

２ 公告の日 令和６年 10月 21日（月） 

 

３ 入札参加資格 

本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）政令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）本件調達の公告日から開札日（再度入札を含む。）までの間のいずれの日においても、鳥取県

指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月 17 日付出第 157 号）第３条第１項の

規定による指名停止措置を受けていない者であること。 

（３）本件調達の公告日から開札日（再度入札を含む。）までの間のいずれの日においても、会社 

更生法（平成 14 年法律第 154 条）の規定による更正手続き開始の申立てが行われた者又は民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。 

（４）令和３年鳥取県告示第 457 号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争 

入札参加者の資格審査の申請手続等について）に基づく競争入札参加資格（以下「競争入札参加

資格」という。）を有するとともに、その業種区分がその他の物品の消防・防災用品に登録され

ている者であること。 

   なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していない者又は当該業

種区分に登録されていない者は、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱（昭和 40 年１月 30

日付発出第 36 号）第５条第１項に規定する競争入札参加資格者名簿（以下「競争入札参加資格

者名簿」という。）への登録に関する申請書類を令和６年 10月 24日（木）正午までに原則とし

てとっとり電子申請サービスにより５の（３）の場所に提出すること。この際、本件入札に参加

するための登録申請であることを、当該申請書類の提出後速やかに５の（３）の場所に必ず連絡

すること。また、競争入札参加資格者名簿への登録に関する申請書類を提出したことを、５の

（１）の場所に必ず連絡すること。 

（５）本件公告に示した物品を納入期限までに納入場所に納入することができる者であって、当該 

物品の納入後、保守、点検及び修理その他のサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

るものであること。 

 

４ 契約をする者及び契約担当部局 

（１）契約をする者 



鳥取県鳥取市江津 730番地 

鳥取県立中央病院長 廣岡 保明 

（２）契約担当部局 

〒680-0901 鳥取県鳥取市江津 730番地 

鳥取県立中央病院 事務局経営戦略課経営・企画担当 

電話 0857-26-2271（内線 2774） 

電子メール chuoubyouin@pref.tottori.lg.jp 

 

５ 入札手続等 

（１）入札の手続に関する問合せ先 

〒680-0901 鳥取県鳥取市江津 730番地 

鳥取県立中央病院 事務局経営戦略課経営・企画担当 

電話 0857-26-2271（内線 2774） 

（２）仕様に関する問合せ先 

〒680-0901 鳥取県鳥取市江津 730番地 

鳥取県立中央病院 事務局経営戦略課経営・企画担当 

電話 0857-26-2271（内線 2774） 

（３）競争入札参加資格者名簿への登録に関する問合せ先 

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目 220 

鳥取県総務部総合事務センター物品契約課 

電話 0857－26－7431 

 

６ 配布資料 

  ・仕様書 

  ・入札参加資格確認書  （様式第１号） 

 ・質問書        （様式第２号） 

  ・委任状        （様式第３号） 

  ・入札書        （様式第４号） 

  ・契約保証金免除申請書 （様式第５号） 

  ・電子契約に関する同意書兼メールアドレス確認書 （様式第６号） 

   

７ 入札に関する問合せの取扱い 

（１）疑義の受付 

本件入札に関しての質問は、質問書（様式第２号）によることとし、電子メールにより５の

（１）に令和６年 10月 25日（金）午後５時までに提出するとともに、質問を提出した旨を電話

でも連絡すること。 

なお、原則として、訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。 

（２）疑義に対する回答 

（１）の質問に対する回答については、令和６年 10月 31日（木）までにインターネットのホ

ームページ（https://www.pref.tottori.lg.jp/chuoubyouin/）によりまとめて閲覧に供する。 

 

８ 入札参加者に要求される事項 

（１） 本件入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認書（様式第１号）を作成の上、４の（２）

の場所に令和６年 11 月 18 日（月）午後５時までに提出し、入札参加資格の確認を受けなければ

ならない。 

（２） また、納入しようとする物品が仕様書「４ 参考品」記載の製品以外である場合は、納入しよ

うとする物品が仕様を満たすことを確認できるカタログ又は現物見本を郵送又は持参により４の



（２）の場所に令和６年 11 月６日（水）正午までに提出すること。提出されたカタログ又は見

本を審査の上、その結果を令和６年 11 月 13 日（水）までに通知する。この場合、納入しようと

する物品の仕様について４の（２）の所属の承認を受けた後でなければ、入札参加資格確認書を

提出することはできない。 

    なお、納入しようとする物品が仕様書「４ 参考品」記載の製品である場合は、カタログ又

は現物見本の提出及び４の（２）の所属の承認は不要である。 

（３） 災害等により、参考品又は承認を受けた製品が製造中止となる等の４の（２）の所属がやむを

得ない事情であると認めた場合に限り、納入しようとする物品の変更を４の（２）の所属に申し

込むことができる。 

（４） 入札者は、（１）及び（２）の書類について説明を求められた場合は、それに応じなければな

らない。 

（５） 提出部数は各１部とし、その規格はＡ４版とする。 

（６） 提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（７） 提出された提出物（現物見本を除く）は返却しない。 

また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途に使用しない。 

 

９ 入札参加資格の審査について 

（１）８の（１）により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、入札参加資格

がないと認められた者には、令和６年 11月 20日（水）までに通知する。 

（２）（１）の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県立中央病院長に対し、入

札参加資格がないとした理由について、令和６年 11 月 21 日（木）午後５時までに書面（様式

は自由）により説明を求めることができる。 

（３）(２)により説明を求められた場合、鳥取県立中央病院長は、説明を求めた者に対して令和６年

11月 25日（月）までに書面により回答する。 

 

10 入札について 

（１）入札書（様式第４号）を使用すること。 

入札書に記載する金額は、契約申込金額（課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の

額を含めた金額）とし、併せて、内訳に消費税及び地方消費税の額を記載すること。 

（２）入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れて密封して、提出 

すること。 

（３）入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできない。 

（４）入札者は、入札書の記載内容を抹消し、訂正し、又は挿入するときは、当該箇所に押印しなけ

ればならない。ただし、入札金額は、訂正できない。 

（５）入札に関する行為を代理人に行わせようとする場合は、入札を行うまでに必ず委任状（様式第

３号）を提出しなければならない。なお、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。 

（６）委任状の宛名及び入札書の宛名は「鳥取県立中央病院長 廣岡 保明」とすること。 

（７）再度入札は２回とする。（初度入札を含めて３回とする。） 

（８）再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさ

らに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。 

（９）入札者は、政令、財務規程、会計規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入

札すること。 

（10）入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立て

ることはできない。 

 

11  入札の無効条件 

（１）本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札 



（２）入札に求められる義務を履行しなかった者の入札 

（３）他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入札 

（４）委任状のない代理人の入札。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。 

（５）入札に際し、不正の行為があった者の入札 

（６）１案件に対し、入札書を２通以上提出した入札 

（７）政令、財務規程、会計規則、本件公告及び仕様書又はこの入札説明書に違反した入札 

（８）記名押印のない入札書による入札 

（９）入札書を鉛筆で記載した入札 

（10）入札書の金額、氏名、印影その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しく

は記載内容を確認しがたい入札書による入札 

 

12 落札者の決定方法 

  本件公告に示した物品を納入することができると判断した入札者であって、会計規則第 127条の

規定の例により作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を、落札者

とする。 

 

13 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

入札保証金は免除する。 

（２）契約保証金 

落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付しなければならない。

この場合において、財務規程第 69 条に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えるこ

とができる。 

なお、会計規則第 112条第４項の規定の例により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合

がある。 

 

14 契約書作成の要否 

  要 

 

15 手続における交渉の有無 

  無 

 

16  その他 

（１） 入札終了後、落札者が免税事業者であるときは、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届

出書を提出すること。 

（２）開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若し

くは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。 

（３）本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが

判明した場合は、契約を解除する場合がある。 

（４）契約の相手方（以下「受注者」という。）が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契 

約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。 

なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除すると

きは、受注者は違約金として契約金額の 10 分の１に相当する金額を発注者に支払わなければな

らない。 

また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場

合がある。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に



規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」とい

う。）であると認められるとき。 

イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと

認められるとき。 

（ア）暴力団員を役員等（受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加してい

る者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、

非常勤を含むものとする。以下同じ。）とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与

させること。 

（イ）暴力団員を雇用すること。 

（ウ）暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

（エ）いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他

財産上の利益を与えること。 

（オ）暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

（カ）役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 

（キ）暴力団若しくは暴力団員であること又は（ア）から（カ）までに掲げる行為を行うもので

あると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。 

（５）13 の（２）の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証

金免除申請書（様式第５号）を、４の（２）の場所に提出すること。 

（６）発注者が利用する電子契約サービスによる契約を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直

ちに電子契約に関する同意書兼メールアドレス確認書（様式第６号）を、４の（２）の場所に提

出すること。 

なお、電子契約の締結に同意した落札者は、発注者が電子署名完了後に同サービス上で落札者

宛に送信するメールにより契約書等の内容を確認し、異議がなければ電子署名を行うものとする。 

 



 

（別紙） 

仕 様 書 
 

１ 名  称  防災資材（拡声器、懐中電灯等） 

 

２ 品名、数量 
 品名 数量 単位 

１ メガホン ６ 個 

２ 拡声器 １５ 個 

３ 懐中電灯（首掛け） １０８ 個 

４ レンジャーロープ １０ 本 

５ レスキューセット ２ 個 

６ ヘルメット ４５ 個 

７ ヘッドライト ４５ 個 

８ ランタン ３７ 個 

 

３ 規格品質 

（１）メガホン 

  ア 素材は樹脂製であること。 

  イ 色は赤系とする。 

  ウ 紐付きとする。 

  エ 本体の長さ２５ｃｍ以上３５ｃｍ以下で、拡声部直径１５ｃｍ以上であること。 

  オ 本体の重量は１５０ｇ以内であること。 

 

（２）拡声器 

  ア マイク、スピーカ一体型であること。 

イ 形状は、握り手があり、マイクは拡声部の後ろに設けること。 

ウ 電源は単３形乾電池６本以内であること。 

  エ 定格出力は６Ｗ、最大出力は１０Ｗ以上であること。音量調整つまみを設けること。 

  オ 通達距離（ＪＥＩＴＡ）は２５０ｍ以上であること。 

  カ 防水性能はＩＰＸ５以上であること。 

  キ 素材はＡＳＡ樹脂であること。 

  ク 色は赤系とする。 

  ケ 幅 160ｍｍ、高さ 270ｍｍ、奥行き 260ｍｍ以内であること。 

  コ 重量は 700ｇ以下であること。（電池除く） 

 

（３）懐中電灯（首掛け） 

  ア 首掛け式で両手が使える形状であること。 

イ ＯＮ－ＯＦＦスイッチを設けること。 

ウ ＬＥＤ製ランプ２灯であること。 

  エ 明るさは１１０ルーメン以上であること。 

  オ 点灯時間は７時間以上であること。 

  カ 照射距離は６０ｍ以上あること。 

キ ライト部が取り外せること。 

  ク 防塵、防滴（ＩＰ５４準拠）、１ｍ落下耐久であること。 

ケ 単３形乾電池で動作すること。 

  コ 重さは１６０ｇ以下であること。（電池含む） 

 

（４）レンジャーロープ 



 

  ア 素材はナイロン製であること。 

  イ 構造は三つ打ち、撚りはＺ撚り、硬さはＭ打ちであること。 

  ウ 色は白系とする。 

  エ 本体の長さ２０ｍであること。 

  オ 本体の太さは呼称１２ｍｍであること。 

  カ 末端は、ヒートカット、テープ巻きとする。 

 

（５）レスキューセット 

  ア 次の物品をまとめること。（その他物品が入ってもよい） 

     平バール９００ｍｍ、６ポンドハンマー、スコップ８００ｍｍ、 

ボルトクリッパー６００ｍｍ、バチツルハシ１．５ｋｇ、レスキューアッキスオノ、 

折込ノコギリ２１０ｍｍ、ロープ９ｍｍ×１０ｍ、収納ケース（取手付） 

  イ 素材は一般的なものでよい。 

  ウ アの全て物品を収納ケースにまとめて保管できること。また、収納ケースは背負又は手提げ

可能な取手を設置すること。形状、硬さ等はメーカ標準とする。 

  エ 物品、収納ケースの色はメーカ標準色でよい。 

 

（６）ヘルメット 

  ア 労働安全衛生法規格検定試験に合格したものであること。 

イ 使用区分は飛来・落下物用であること。 

  ウ 色は白系、青系、緑系のいずれかであること。また、統一させること。 

  エ ＡＢＳ樹脂製であること。 

  オ つば付きであること。 

  カ （７）ヘッドライトが装着できること。 

  キ 保管時は小さくたたむことが出来ること。 

  ク 頭回り最大６４ｃｍまで対応すること。 

  ケ 重さは４００ｇ以下であること。（ヘッドライト除く） 

 

（７）ヘッドライト 

  ア （６）ヘルメットに装着可能であり、両手が使用できる形状であること。 

イ ＯＮ－ＯＦＦスイッチを設けること。 

  ウ ＬＥＤ製ランプであること。 

  エ 明るさは４５０ルーメン以上であること。 

  オ 点灯時間は８時間以上であること。 

  カ 照射距離は１３０ｍ以上あること。 

  キ 単３形乾電池３本以下で動作すること。 

  ク 重さは２３０ｇ以下であること。（電池含む） 

 

（８）ランタン 

  ア 吊り下げまたは据え置きして使用できる形状であること。 

イ ＯＮ－ＯＦＦスイッチを設けること。 

  ウ 明るさを変更できること。 

  エ ＬＥＤ製ランプであること。 

  オ 色は白色又は昼白色であること。 

  カ 明るさは白色１０００ルーメン以上または昼光色８４０ルーメン以上であること。 

  キ 点灯時間は明るさ強設定で１０時間以上、弱設定で７２時間以上あること。 

  ク 照射距離は明るさ強設定で３０ｍ以上、弱設定で１０ｍ以上あること。 

ケ 照射範囲は３６０度あること。 

  コ 防塵、防滴（ＩＰ６６準拠）、１ｍ落下耐久であること。 

サ 単１形乾電池３本以内で動作すること。 

  シ 重さは８８０ｇ以下であること。（電池含む） 

 



 

４ 参考品（同等品可） 
 品名 製造元 製品名 

１ メガホン TOEI LIGHT(ﾄｰｴｲ ﾗｲﾄ) メガホン SV320 赤 G-1201R 

２ 拡声器 ＴＯＡ株式会社 ＥＲ－１１０６Ｓ 

３ 懐中電灯（首掛け） ＧＥＮＴＯＳ ＯＺ－２ＸＮ 

４ レンジャーロープ 
東京製綱繊維ロープ株式

会社 

ナイロンレンジャーロープ 

３つ打ち、Ｚ撚り、Ｍ打、φ12x20m 

５ レスキューセット 大塚消火器株式会社 
背負式救出・救助資機材セット 

ＯＳ－１６３ 

６ ヘルメット 加賀産業株式会社 ＫＧＯ－１ 

７ ヘッドライト ＧＥＮＴＯＳ 
ＨＷ－Ｇ３３３ＨＤ 

又はＨＬＰ－２３０１ 

８ ランタン ＧＥＮＴＯＳ ＥＸ－３６６Ｄ 

 

 

５ 納入期限   

令和７年３月 31日（月） 

 

６ 納入場所  鳥取県立中央病院（鳥取市江津７３０） 

 

７ そ の 他 

（１）搬入に要する費用は見積額単価に含めること。 

（２）参考品以外で入札を行う場合は、令和６年 11 月６日（水）正午までに仕様内容を満たすこと

が確認できるカタログ又は現物見本を鳥取県立中央病院事務局経営戦略課に提出し、承認を得

たうえで入札すること。なお、承認の可否は令和６年 11月 13日（水）までに回答を行う。 

 

 


